
社会的バリアを取り除くための申し出

障がい者差別解消法
（ 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律）
　主に次の２つを定めています。
①障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止
②合理的配慮の提供
　 これまで、合理的配慮の義務付けは国や自治体のみでしたが、令和

6年４月1日からは事業者にも義務付けられています。
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一人ひとりがいきいきと暮らせるために

合理的配慮の提供とは？
　障がいのある人から、社会の中にあるバリア（障壁）を取り除くため
に何らかの対応を必要としていると意思表示があったときに、負担が
重すぎない範囲で対応を行うこととしています。

～だと助かります。 ～ができなくて
困っています。

建設的会話
障がいのある人と事業者などが話し合って、ともに対応策を検討
例えば…
　●飲食店で車いすのまま着席したい。
　　　⇒ 机に備えつけていたイスを片づけて、車いすのまま着席

できるスペースを確保した。
　● 授業など、文字の読み書きに時間がかかるため、最後まで書

き写すことができない。
　　　⇒ カメラ・スマートフォンなどでホワイトボードを撮影で

きることとした。
合理的配慮の提供

もっと知りたい方は…

障がい者の差別解消に関する
事例データベース

　「不当な差別的扱い」や「合
理的配慮の提供」などについ
て、行政機関や事業者などの
相談窓口に寄せられた具体例
を障がい種別に応じて検索で
きます。

内閣府
公式サイト

合理的配慮のポイント
★対話の際に避けるべき考え方
　「特別扱いできません」
　　⇒ 特別扱いではなく、障がいのある人もない人も同じようにできる状況

を整えることが必要です。
　「もし何かあったら…」
　　⇒ 漠然としたリスクだけでは断る理由にはなりません。具体的なリスク

と低減策を検討する必要があります。
★申出の内容が過重な負担だった場合
　⇒ 合理的でないものや過重な負担があるものについては、提供をお断りす

ることができます。

　「障害者差別解消法」によ
り定められている事項につ
いて理解していただくため
のサイトです。事例動画な
どでわかりやすく説明して
います。

障がい者の差別解消に向けた
理解促進ポータルサイト

内閣府
公式サイト
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■山形県消費生活センター　　　　☎１８８（消費者ホットライン）
■山形県警察　尾花沢警察署　　　☎２４－０１１０
■大石田町総務課　総務グループ　☎３５－２１１１（内線２１８）
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